
がん治療連携パス（がん治療連携計画）運用例

連携医療機関
【かかりつけ医療機関】

計画策定病院
【大阪公立大学医学部附属病院】

患者による
医療機関の受診

受 診

入院（手術等）

退院 または
外来受診

（退院後30日以内）

受 診
（パス治療連携計画に基づく）

連絡調整

受 診
（パス治療連携計画に基づく）

受 診
（パス治療連携計画に基づく）

紹介など

逆紹介

※必要に応じて、パスの見直し（変更）を実施した
場合、＜がん治療連携計画策定料2（300点）＞を算定

※必要に応じて、パスの見直し（変更）を実施した
場合、＜がん治療連携計画策定料２（300点）＞を算定

受 診
（パス治療連携計画に基づく）

受 診
（パス治療連携計画に基づく）

■計画策定書の作成

■患者に対して
パスの説明と同意

■退院時、または
退院後30日以内の外来受診
時に＜がん治療連携計画
策定料１（750点）＞を算定

■連携医療機関への調整

○診療情報提供書の作成
＜がん治療連携指導料
（300点）＞を算定

※診療情報提供料（Ⅰ）の
併算定は不可

■診療情報提供書の作成
※診療情報提供料（Ⅰ）の
併算定は不可

○診療情報提供書の作成
＜がん治療連携指導料
（300点）＞を算定

※診療情報提供料（Ⅰ）の
併算定は不可

■診療情報提供書の作成
※診療情報提供料（Ⅰ）の
併算定は不可

※以降は、期間中の診療連携を継続する。
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